（令和４年８月９日）
寝屋川市農業委員会議事録
寝屋川市農業委員会
寝屋川市農業委員会総会議事録
１　開催日時　　令和４年８月９日（火）午後１時20分から午後２時20分
２　開催場所　　寝屋川市役所　議会棟４階　第一委員会室
３　出席委員（14名）　※番号は席番号（８番、16番は欠番）
１番　奥野　清一　　　　　　　　　　　　　２番　溝口　透（農政企画委員長）

３番　冨田　順治  　　　　　　　　　　　　４番　中東　敬夫
５番　北野　紀美子　　　　　　　　　　　　６番　田伏　隆雄（農地調整委員長）
７番　奥野　隆雄（会長）　　　　　　　　　９番　木邨　公重
10番　西尾　晴雄　　　　　　　　　　　　　11番　中橋　弘
12番　小野　信次　　　　　　　　　　　　　13番　川口　茂明
15番　金谷　伸太郎　　　　　　　　　　　　17番　南　昌男（会長職務代理者）
４　欠席委員（１名）

14番　北川　康裕
５　遅刻委員（０名）

　　

６　議事日程
　　第１　議案第３号　農地法第３条第１項による許可について
　　第２　議案第４号　農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の決定について
　　第３　議案第５号　下限面積（別段の面積）の設定について
第４　報告第22号　農地法第４条第１項第８号による転用届出に係る専決報告について
第５　報告第23号　農地法第５条第１項第７号による転用届出に係る専決報告について
第６　報告第24号　現況証明願について
第７　報告第25号　使用目的変更承認願に係る専決報告について
７　農業委員会事務局職員

　  事務局長　猪俣　由紀子　　　　　　　　　　事務局長代理　津川　育大
　　職員　　　阪本　一彦　　　　　　　　　　　職員　　　田中　直樹
８　議長　会長　奥野　隆雄
９　会議の概要
（　午後１時20分　開会　）
　議長（奥野会長）　みなさん、こんにちは。
定刻前ですが、皆さんおそろいでございますので、ただいまより８月の農業委員会総会を始めさせていただきたいと思います。
それでは、寝屋川市農業委員会会議規則により会長が総会の議長を務めることになっておりますので、議事を進行させていただきます。
本日は委員が１名欠席で、委員15名のうち14名が出席し、出席委員は過半数以上で総会は成立いたしますので、ただいまより委員会総会を開催いたしたいと存じます。
それでは、議事に入らせていただきます。
議案第３号　農地法第３条第１項による許可について、事務局説明願います。
　事務局　　　　　　議案第３号　農地法第３条第１項による許可について、ご説明申し上げます。
（議案第３号　件番１朗読）

件番１につきまして、７月12日に受付を行い、８月１日の農地調整委員　　会において現地調査及び譲受人に対する聴聞を実施し、審査を行いました。 
場所は、寝屋川公園の第２グラウンドから大阪市の水道道を北側へ進んだ寝屋川公園の一団の農地の中の３筆でございます。
許可要件の判断基準については、まず、全部効率利用要件があり、これは、所有権等の権利を受ける者が、当該農地を取得後に耕作等の事業に供すべき農地等のすべてを効率的に利用して、耕作等の事業が行われるかどうかを判断するものでございます。
申請人の所有している本申請以外の農地は、すべて寝屋川市内にございますが、事前に事務局において他の農地の耕作状況も問題ないことを確認しております。
次に、農作業常時従事要件について、これは所有権等の権利を受ける者の年間耕作日数によって判断するものです。原則年間150日以上と農地法で規定されていますが、大阪府が定める耕作日数は60日以上であり、農作業を行う必要がある限り、当該農作業に従事していれば常時従事していると認めています。
本件の所有権等を受ける者は、年間60日程度農業に従事しており、耕作を一緒に行う世帯員は年間250日ほど耕作に従事している為、基準の150日を超えているとみなし、許可要件に達するということを確認しております。
次に、下限面積要件について、本市農業委員会が定める下限面積の2,000㎡を上回っていることから、許可の条件を満たしております。今回の申請における譲受人は譲渡人の息子にあたります。本件は同一の農家世帯内での贈与になりますので、議案書の経営面積に今回の贈与される面積の合計647.5㎡も含まれています。従って、許可後の経営面積は7,506㎡のままでございます。
次に、地域との調和要件については、所有権等を受ける者が本件農地の許可後において、周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的利用の確保に支障をきたすおそれは無いと認められるため、本要件を満たしていると考えられます。
次に、通作距離については、自宅から徒歩３分程で、通作距離にも問題はございません。
本件の申請面積は、３筆とも持分２分の１となっておりますが、現在の土地所有者の譲渡人は、３筆をそれぞれ平成15年に父の持分である２分の１を、平成27年に母の持分である２分の１をそれぞれ相続されています。
母から相続した持分２分の１については、現在、相続税の納税猶予中で、令和５年に納税が免除となってから息子に贈与する計画です。
　議長　　　　　　　ただいま、事務局より説明がありましたが、件番１については農地調整委員会の委員長から報告をお願いします。
　農地調整委員長　　ただいま、事務局から説明があったとおり、８月１日の農地調整委員会において現地調査及び申請人に対する聴聞を行いました。
申請地については、きれいに耕作されていましたし、今後も耕作を続けていくとのことですので問題ないと思います。
　議長　　　　　　　ただいま、農地調整委員長より説明がありましたが、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）
　　　　　　　　　ご質問等がないようですので、件番１について許可してよろしいでしょうか。
（「異議なし」の声あり）
　　　　　　　　　　ご異議がないようですので、許可いたします。
次に議案第４号　農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の決定について、事務局説明願います
　事務局　　　　　　議案第４号　農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の決定について、ご説明申し上げます。
（議案第４号　件番１朗読）

本件の場所は、大東市の市域界付近の河北西町の一団の農地の一角です。
本件は、農業経営基盤強化促進法に基づき、市街化調整区域内の農地において利用権を設定する。つまり農地を無償で貸借する使用貸借権の設定を行うものです。
本件は、令和元年９月の農地パトロールにおいて遊休農地となっていましたが、I氏が耕作をしてもよいと申出があった為、当時、利用権の設定を行ったものですが、令和４年９月に３年間の利用権設定の期間満了を迎えるため、今回、契約更新を行い、再度利用権設定を行うものです。
農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定について説明いたします。
同法律は、農地の貸し借りが農地法第３条による貸借の設定より簡単にできるものです。
農地法では農地を借りられる方が耕作権を取得後、本市では2,000㎡に満たない場合には許可できないといった下限面積や貸借の法定更新の問題。いわゆる双方の合意に至らなければ契約が自動更新されてしまうというもの。よく農家の方が思われる、農地を貸したら返ってこないという認識がありますが、基盤法ではそういったことはありません。
貸借の期間を、例えば３年間と設定すれば３年の期間満了後には、必ず農地が所有者に返ってきます。
この法律では、借りる方にはあまりメリットがないのですが、土地所有者側に多くのメリットがあり、この法律で貸し付けた農地については、自作しなくても相続税の納税猶予制度の適用が受けられるものです。また、土地所有者の方がよく心配される離作補償は、金銭等の対価の収受がなければ基本的には伴いません。貸借を解約した際に、農地を半分渡さないといけないといった離作補償というものはありません。
農業経営基盤強化促進法については、農地の所有者と借りられる方の双方が、市長に事業計画を申請するもので、市長は本事業の認定にあたり、農業委員会に農地の貸借について問題ないか諮問し、農業委員会では委員会総会に諮り、問題がなければ事業認定するということを市長に回答し、市長が事業計画の認定書を交付する運びとなります。
また、本件については先ごろ開催された農地調整委員会において、すでに利用権設定されている農地が、この３年間良好に耕作されていることを確認しており、問題ないものと判断されています。
余談ではございますが、今回の農業経営基盤強化促進法よる利用権設定は、市街化調整区域内の農地でしか行えません。
市街化調整区域以外の農地、つまり市街化区域内の農地については、生産緑地の農地に限り、都市農地の貸借の円滑化に関する法律によって同等の内容の貸借をすることが可能です。
以上でご説明を終わらせていただきます。
　議長　　　　　　ただいま、事務局より説明がありましたが、件番１については農地調整委員会の農地調整委員長から報告をお願いします。
　農地調整委員長　ただいま、事務局から説明があったとおり、特に問題はないと判断いたします。
　議長　　　　　　ただいま、農地調整委員長からご説明がございましたが、何かご質問等ございますか。

（「なし」の声あり）
ご質問等がないようですので、議案書のとおり決定してよろしいでしょうか。
（「異議なし」の声あり）
　　　　　　　　　 ご異議がないようですので決定します。
　　　　　　　　　 次に議案第５号　下限面積（別段の面積）の設定について、事務局説明をお願いします。
　事務局　　　　　　議案第５号　下限面積（別段の面積）の設定について、ご説明申し上げます。
（議案第５号　朗読）

本件については、８月１日開催の農政企画委員会でご審議いただき、本日の総会にてお諮りすることになったものでございます。
この下限面積というのは、農地を購入する場合や貸借する場合において、農業委員会の許可後に一定の面積に満たない場合には、許可できないこととなっております。
例えば、100㎡しか農地を持っていない場合や、既に借りて耕作している場合には、許可後合算して2,000㎡以上にならないと農地を購入等できないため、1,900㎡以上の農地を購入等する場合でなければ農地を取得することができないということになります。
この下限面積は、農地法において下限面積が定められていますが、各市町村農業委員会において、地域の実情に応じて面積を設定し、毎年見直すことができることになっております。設定及び見直しの考え方については、農地法第17条第１項第３号により、下限面積未満の農地を持つ農家数が全体の４割を下らないよう設定するよう定められております。
お手元の参考資料をご覧ください。管内の農家で20アール未満の農地を耕作している農家が全農家数の約４割以上であるため、引き続き20アールと提案するものでございます。
しかし、この下限面積要件については、令和５年４月以降の法施行により、撤廃される予定であるということを農林水産省等より聞き及んでおります。法施行後は、農地法第３条により、農地を新たに取得、借りる際には、農地の保有面積の要件はなくなる予定ですが、所有している農地をすべて効率的に利用する全部効率利用要件、農作業に従事しなければならない日数の要件である農作業常時従事要件、その他、農機具の保有状況などの審査は変わらない予定です。
農地取得後に転用されないかという懸念はございますが、農地法第３条の許可申請の際には、取得及び借入後、３年間は農業に従事するという内容の誓約書を徴取しております。
農地を担い手へ集積すること、新規就農者の参入を促進することを理由に下限面積を撤廃する予定であるとのことです。
以上で説明を終わらせていただきます。

　議長　　　　　　 ただいま、事務局より説明がありましたが、８月１日に開催の農政企画委員会において審議され、本日委員会総会に付議されました。
何かご質問等ございますか。

（「なし」の声あり）
ご質問等がないようですので、議案書のとおり決定してよろしいでしょう　か。
（「異議なし」の声あり）
　　　　　　　　　 ご異議がないようですので決定します。
次に報告第22号　農地法第４条第１項第８号による転用届出に係る専決報　告について、事務局説明願います。
　事務局　　　　　報告第22号　農地法第４条第１項第８号による転用届出に係る専決報告について、ご説明申し上げます。
件番１及び２については関連した案件であるため、一括してご説明いたします。
（報告第22号　件番１及び２朗読）

件番１及び２につきまして、場所は、たち川と第二京阪道路が交差すると　ころの北東側の農地でございます。
本件は７月15日に受付を行い、７月19日に地区担当委員に連絡の上、事務局で現地確認を行い、７月28日に会長専決により届出を受理したものでございます。
現況は写真のとおりでございます。
本農地はどちらも生産緑地でしたが、令和４年４月に生産緑地の買取申出を行っており、農地として耕作しかできないという行為制限が解除されたため、今回、露天資材置場へと転用することになりました。
地区担当委員には令和４年４月の買取申出の際に現地確認いただいております。
農地転用の届出に際して、利用計画図が提出されており、雨水排水については南西側の既存雨水桝へと放流する予定であることから、問題ないものと思います。
以上で報告を終わらせていただきます。
　議長　　　　　　ただいま、事務局より説明がありましたが、件番１及び２について、地区担当委員からご説明をお願いします。
　地区担当委員　　ただいま、事務局から説明があったとおりでございます。
　　　　　　　　　第二京阪道路の側道、たち川沿いのところです。
雨水排水は既設の雨水桝に放流されますので問題ありません。
　議長　　　　　　ただいま、地区担当委員からご説明がございましたが、何かご質問等ございますか。

（「なし」の声あり）
ご質問等がないようですので、次に報告第23号　農地法第５条第１項第　　７号による転用届出に係る専決報告について、事務局説明願います。
　事務局　　　　　報告第23号　農地法第５条第１項第７号による転用届出に係る専決報告について、ご説明申し上げます。
（報告第23号　件番１朗読）

件番１につきまして、場所は市立東小学校前のバス通りを太秦住宅方面へ少し向かった京阪バス停があるところの農地でございます。
本件は６月27日に受付を行い、地区担当委員に随行の上、現地確認し、７月11日に会長専決により届出を受理したものです。
露天資材置場へと転用する予定です。雨水排水については、北東側の雨水桝に放流するとのことから、排水計画に問題ないものと思われます。
現況は画面の通りでございます。
（報告第23号　件番２朗読）

件番２について、場所は打上川治水緑地の南側にある新宮池の南側の細い道路を府道から少し入ったところの農地でございます。
本件は７月５日に受付を行い、地区担当委員にご連絡の上、現地確認し、７月26日に会長専決により届出を受理したものです。
本件は駐輪場へと転用する予定です。今回の譲受人は本件農地の隣接した西側の雑種地で家庭菜園をされており、本申請地を駐輪場として利用したいと申出があったものです。
雨水排水については、南東側の側溝に自然放流するとのことから、排水計画等は問題ないものと思われます。
現況は画面の通りでございます。
　　　　　　　　　件番３から５については関連した案件であるため、一括して説明致します。
（報告第23号　件番３から５朗読）

これらの案件は７月25日に受付し、７月26日に地区担当委員に連絡し、事務局にて現地確認をし、８月１日に会長専決により届出を受理しました。
件番３の２筆については、これまで本市産業振興室が所有者より借受し、貸農園を行っていた生産緑地でしたが、土地所有者より売却のため生産緑地を解除することから、貸農園をやめたいと申出があり、令和４年１月に生産緑地の買取申出があったものです。
地区担当委員には、令和４年１月の買取申出の際に現地確認をしていただいています。
令和４年６月に貸農園が終了し、件番４及び５の農地と一体で分譲住宅16戸を建築する目的で転用届出があったものです。
本件の届出に際して、本市の開発許可書も添付されていることから、排水計画等は問題ないものと思われます。
以上で報告を終わらせていただきます。
　議長　　　　　　ただいま、事務局より説明がありましたが、件番１及び２について、地区担当委員からご説明をお願いします。
　地区担当委員　　ただいま、事務局から説明があったとおりでございます。
　議長　　　　　　ただいま、地区担当委員からご説明がございましたが、何かご質問等ございますか。

（「なし」の声あり）
ご質問等がないようですので、次に件番３から５について、地区担当委員からご説明をお願いします。
　地区担当委員　　ただいま、事務局から説明があったとおりでございます。
　議長　　　　　　ただいま、地区担当委員からご説明がございましたが、何かご質問等ございますか。

（「なし」の声あり）
ご質問等がないようですので、次に報告第24号　現況証明願について、事
務局説明願います。
　事務局　　　　　報告第24号　現況証明願について、ご説明申し上げます。
（報告第24号　件番１朗読）
　　　　　　　　件番１につきまして、場所は府立西寝屋川高校のすぐ南側の農地でござい
ます。
申請農地の地目は雑種地となっておりますが、これまで畑として管理されて
いたことから改めて畑として認めてほしいと現況証明願の提出があったもの
です。
地区担当委員である南副会長に連絡の上、６月29日に現地確認を実施して
おります。
現況は画面のとおりです。
畑として特段の問題ないことから、７月４日に会長専決いたしました。
以上でご報告を終わらせていただきます。
　議長　　　　　 ただいま、事務局より説明がありましたが、件番１について、地区担当委員
からご説明をお願いします。
　地区担当委員　　ただいま、事務局から説明があったとおり、ずいぶん昔から耕作されてい
ますので問題ありません。
　議長　　　　　 ただいま、地区担当委員からご説明がございましたが、何かご質問等ござい
ますか。

（「なし」の声あり）
ご質問等がないようですので、次に報告第25号　使用目的変更承認願に係
る専決報告について、事務局説明願います。
　事務局　　　　 報告第25号　使用目的変更承認願に係る専決報告について、ご説明申し上
げます。
この使用目的変更承認願については、田や畑の耕作地に農業用倉庫を建築す
る際には承認願を提出いただいているものです。
農地法では特に農業用倉庫の建築の承認願の規定はされておらず、本市農業
委員会が独自に提出を求めているものです。
（報告第25号　件番１朗読）
件番１につきましては、先ほどご説明させていただきました現況証明願の農
地の隣接地でございます。
本件は６月24日に受付を行い、令和４年６月29日に地区担当委員にご連絡
の上、事務局にて現地調査を行い、７月４日に会長専決により承認したもの
でございます。
現況は写真のとおりでございます。
本件は、特定生産緑地指定にあたり、既に農業用倉庫が建築されておりま
すが、届出がないことが発覚しましたので、届出をいただいたものです。
　議長　　　　　　ただいま、事務局より説明がありましたが、件番１について、地区担当委員からご説明をお願いします。
　地区担当委員　　ただいま、事務局から説明があったとおり、随分昔から建築されていましたが、届出が必要であることを知らなかったようです。
　議長　　　　　　ただいま、地区担当委員からご説明がございましたが、何かご質問等ございますか。

（「なし」の声あり）
ご質問等がないようですので、本日の議事案件は以上でございます。
　　　　　　    　  次に事務局、連絡事項等ございますか。
　事務局長代理　　「令和４年度農地パトロールの実施について」説明。
「農業委員活動記録カードについて」説明。
「現在の新型コロナウイルス感染状況における市の対応について」説明。
「第40回寝屋川市農業まつりの開催について」説明。
「敬老記念式典について」説明。
　議長　　　　　　　以上をもちまして、８月度の委員会総会を閉会させていただきます。
長時間にわたり慎重審議いただきましてありがとうございました。

（　午後２時20分　閉会　）
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